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新型コロナウイルス感染症による臨時休業中の登校可能日の設定について 

 

このことについて、県教育委員会から５月１５日付けで「新型コロナウイルス感染症による臨

時休業中の登校可能日の設定について」の通知がありました。  

ついては、本通知に従い、県立西宮今津高等学校として下記のとおり対応しますので、御理解、

御協力をお願いいたします。  

なお、今後、新たな方針等が示された場合は、改めてお知らせします。 

 

記 

 

１ 通知概要 

 （１）５月１８日（月）から登校可能日を週１日上限とする 

 （２）登校方法：分散登校とする 

 （３）登校時間：通勤時間帯を避ける 

 （４）在校時間：３時間以内 

 （５）下校時間：１６時までに全ての生徒が下校 

 （６）部活動：実施しない 

 

２ 本校の対応 

 （１）１年次  

１回目：５月２１日（木）午前（８：３５集合）  出席番号 奇数生徒 

                午後（１３：００集合） 出席番号 偶数生徒 

    ２回目：５月２８日（木）午前（８：３５集合）  出席番号 奇数生徒 

                午後（１３：００集合） 出席番号 偶数生徒 

（２）２年次  

５月２２日（金）午前（８：３５集合）          出席番号 奇数生徒 

            午後（１３：００集合）         出席番号 偶数生徒 

      ５月２５日（月）～２９日（金）         個人面談（年次より別途連絡）   

（３）３年次 

    期間中に個人面談を実施（年次より別途連絡） 

 

３ 感染拡大予防対策等 

（１） 登校前 

登校前の家庭での健康チェック（体温計測）をお願いします。感染が疑われる症状があ

る場合は学校にご連絡の上、自宅待機をお願いします。また感染の不安、心配により登

校できない場合はお電話でご相談ください。 

（２） 校内 

手洗い、咳エチケット、マスク着用の指導を行います。ご家庭でもご協力をお願いしま 

す。登校時に布製マスクを配布します。また、教室前に消毒液を設置します。 

（３） 教室内 

１教室に入る生徒の最大数を２０名程度とし、１・２年次はクラスの生徒を出席番号の

奇数生徒と偶数生徒の２グループに分け、それぞれ登校時間を設定します。 

 

４ その他 

昼食は不要ですが、水分補給のための飲料水等を持参してください。（校内の自動販売機は使

用不可。） 


